
主催講座

光陽館は昭和５６年４月に『安中市隣保

館』とし開館し、翌昭和５７年６月に『隣保

館だより創刊号』が発行されました。平成７

年には館名が『安中市光陽館』に変更され、

今回でトータル１３０号発行を迎えること

ができました。 

創刊号当時の市長の言葉の中に「情報化

社会が進むにつれ、テレビ、新聞、雑誌など

多種多様な大衆媒体により、私たちの目や

耳を通じて多くの情報が入ってきます。し

かし、真に地域の人びと自らが、素朴な“便

り”を通じ、心のふれあいを深めることも、

なお尊いことでしょう。」とありました。昨

今 SNS などの普及もありますが、今後もこ

の『光陽館だより』が地域の人びとの『心の

ふれあい』の場になり、助けになるよう努め

てまいります。

                                                   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 氏　名 選　出

 委員長 

三 宅 　 勉
安中市区長会

 副委員長 

山 口 　 守

群馬県地域人権運動連合会 

安中市協議会

 萩 原 　 宏 明 地元小学校　校長

 佐藤　由美子 人権擁護委員安中部会

 平 野 　 京 子 安中市民生・児童委員

 西 尾 　 義 郎 安中市シルバー人材センター

 岩 井 　 美 苗 安中市母子保健推進協議会

 小林　由美香 館利用者

 多 胡 　 貴 子 市民（女性）

 横山　祐己子 市民（女性）

安 中 市 光 陽 館 

（ 市民 課市 民生活 係） 

令 和 7 年 ６ 月 ２ ４ 日 

安中市安中 4-8-32 
光陽館だより

130 号 TEL　382-5898

【日　　時】　①７月 25 日(金) ②7 月 29 日(火) 　10:00～15：00 

【講　　師】　竹鼻　那歩　先生 

【参 加 費】　無料 

【募集人数】　①②　各１２名 

【対 象 者】　小学３年生から小学６年生　＊お弁当をご持参ください 
 

やさしい先生の指導のもと、夏休みの課題を一日で仕上げます。今年度は２グループに分け都合の 
付くどちらか一日をお選びください。昼休みを利用してミニ人権教室も実施します。

★申し込み開始日★ 
７月８日（火）８時半から　直接ご来館ください。 
◇申し込みは先着順とし、定員になり次第締め切らせていただきます。 

◇電話仮予約は７/９(水)8：30 からとなります。 

◇お申込み・ご予約はご家族のみとさせたいただきます。 

光陽館運営委員さんのご紹介

（敬称略）

５月１６日(金)に光陽館運営委員会を開催し、 
令和７年度の運営委員の方々が決まりました。 
一年間よろしくお願いいたします。

子ども絵画教室のご案内



人権相談日のご案内

◆時　間◆ 

　　13 時 30 分～１５時３０分 
     *１２月 5 日（金）のみ特設相談日のため 

１３時３０分～１６時（受付は１５時３０分まで） 

◆場　所◆ 

　　安中市役所本庁　第２相談室 

(新庁舎 2 階）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日  時
 令和７年７月１７日(木) 
 ８月２１日(木) 
 ９月１８日(木) 
 10 月１６日(木) 
 11 月２０日(木) 
 ＊12 月 ５日(金)
 令和 8 年１月１５日(木) 
 2 月１９日(木) 
 ３月１９日(木) 

相談無料 
　　・ 
予約不要

毎日の暮らしの中で起こる様々な人権侵害（ネットでの誹謗中傷、家庭内、近隣間、学校、
職場内など）について、人権擁護委員が相談に応じます。相談は無料、予約の必要はありませ
んので、直接会場へお越しください。

隣保館とは？ 

　『地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の市民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして、生

活向上の各種相談事業や、人権課題の解決のための各種事業を総合的に行う』ことを目的としています。 

　その始まりは 19 世紀後半のイギリスのセツルメント運動に遡ります。日本では明治後期にスラム対策として、民間

の社会事業家によって設置されました。安中市は光陽館、ゆうあい館、県内には併せて 11 館の施設があります。

４月から始まった光陽館教養講座の一コマです 

老若男女さまざまな方にご参加いただいています！！

お問い合わせ：市民課市民生活係 
☏ 382-1111


